
 

『IT 契約』の基礎知識と 
契約類型別に見るトラブル回避のポイント 

■申込・参加要領  ： 当会ホームページからお申込みください。ＦＡＸ、または下記担当者宛 E-mail からもお申込み頂けます。 
後日（開催日１週間～１０日前までに）受講票・請求書をお送り致します。 

※よくあるご質問（ＦＡＱ）は当会 HP にてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]） 
※お申し込み後のキャンセルはお受け致しかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願いします。 

■お申込・お問合わせ先： 企業研究会 公開セミナー事業グループ 担当／民秋・川守田 E-mail:tamiaki@bri.or.jp 
 TEL：03-5215-3514 FAX：03-5215-0951  〒102‐0083 東京都千代田区麹町 5-7-2 MFPR 麹町ビル 2Ｆ 

 

伝統的なシステム開発委託契約はもちろん、クラウドやアジャイルなど、新しい技法の契約も解説 

民法改正（2020 年 4 月施行）及び著作権法改正（2019 年 1 月施行）にも対応 

２０１９年 ３月 ２７日（水） １３：００～１７：００ 

企業研究会セミナールーム（東京：麹町） 
ご参加頂きたい方 

■開催にあたって■ 
IT 契約に関するトラブルはたくさんありますが、法務的な観点から言えば、契約の締結過程に問
題が生じていることや、契約書の内容が不十分であることが、トラブルの直接ないし間接的な原
因であることがあります。特に、書籍等で一般に出回っている契約書例は、かつてのメインフレー
ムかつウォーターフォール型開発を想定したもので、現在の開発手法には即していない面があ
ります。また、早く、安くシステムを構築するには、クラウド、オープンソース、ＡＳＰ、ＳＤＫといった
他人が権利を有するリソースを活用する必要があります。そこで、本セミナーでは、IT 契約に関
する基礎知識を新しい技法も含めて解説した後、秘密保持契約書・システム開発委託契約・
保守契約等、契約類型別に注意するべきポイントを、新しい技法にも対応して解説いたします。
解説の中では、裁判例や民法改正にともう留意点にも触れていきます。 

 

税込・書籍代含 

  

１． IT 契約に関する基礎知識 

（１）業務に関する基礎知識 

・システム開発手法 

・クラウド 

・オープンソース 

・ASP／ＳＤＫ 

（２）法律に関する基礎知識 

・請負と準委任 

・著作権と所有権 

・約款 

・電子契約 

２．契約類型別ポイント 

（１）秘密保持契約書（NDA） 

（２）システム開発委託契約（ウォターフォール） 

（３）システム開発委託契約（アジャイル） 

（４）保守契約 

（５）ソフトウエアライセンス契約 

（６）クラウドサービス利用契約  

       ※最少催行人数に満たない場合、開催中止となる場合があります。 

 
※当日、会場にて 講師著『システム開発 受託契約の教科書』（翔泳社）を副教材として、配布致します。 
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